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東尾久相談室

東尾久2-37-3

TEL・FAX

3895-0508

法律相談会
毎月第３火曜日（午後６時か

ら）北千住法律事務所の弁護士

による法律相談会をおこなって

います。

できるだけ事前にご連絡くださ

い。

９月の相談会は、

9月17日(火)

尚、お急ぎの方は、弁護士事務所と連絡して、

ご相談できますのでお気軽に声をかけてください。

１
０
月
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
る
消
費
税
１
０
％
増
税
に
と

も
な
う
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
、
所
得
の
少
な
い
方
や
子
育

て
世
帯
の
消
費
に
、
地
域
に
お
け
る
消
費
を
喚
起
・
下
支
え

す
る
た
め
、
国
の
財
政
支
援
に
基
づ
き
全
国
の
市
区
町
村
で

実
施
さ
れ
る
も
の
で
す
。

対
象
の
み
な
さ
ん
の
所
に
案
内
が
送
付

さ
れ
て
い
ま
す
。

商
品
券
は
、
１
セ
ッ
ト(

五
百
円
券
×
十

枚)

、
五
千
円
分
が
四
千
円
で
販
売
さ
れ
、

一
人
当
た
り
最
大
で
５
セ
ッ
ト
・
二
万
五

千
円
分(

購
入
価
格
は
二
万
円)

ま
で
購
入

で
き
ま
す
。

購
入
対
象
者
は
、

●
住
民
税
非
課
税
者
（
住
民
税
課
税
者
と
生
計
同
一
の
配
偶

者
・
扶
養
親
族
、
生
活
保
護
受
給
者
等
を
除
く
）

●
〇
才
か
ら
３
歳
の
子
ど
も
の
い
る
世
帯
の
世
帯
主

試
用
期
間
は
、
１
０
月
１
日
か
ら
来
年
２
月
２
９
日
ま
で

●
販
売
は
、
区
内
郵
便
局
で

●
使
用
で
き
る
お
店

取
扱
店
ス
テ
ッ
カ
ー(

左)

の
貼
っ

て
あ
る
お
店
で
使
用
で
き
ま
す
。

(

取
扱
店
は
、
地
元
商
店
・
コ
ン

ビ
ニ
・
ス
ー
パ
ー
・
病
院
・
薬
局

等
区
内
約
６
０
０
店
舗
で)

案
内
が
届
い
た
方
の
中
に
は
、

「
２
万
円
で
、
５
千
円
お
得
と
い

う
け
れ
ど
、
ま
ず
２
万
円
を
捻
出

す
る
こ
と
も
大
変
、
使
用
期
間
も

６
ヵ
月
、
お
釣
り
も
で
な
い
と
い
う
、
私

は
購
入
し
ま
せ
ん
、
で
き
ま
せ
ん
」
と
い

う
方
も
・
・
・
。

◆
非
課
税
者
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
書
を
記
入
し
、
返
信

用
封
筒
で
送
り
返
し
て
く
だ

さ
い
。

審
査
後
、
購
入
引
換
券
が

送
付
さ
れ
、
購
入
引
換
券
と

免
許
証
、
保
険
証
、
年
金
手
帳
な
ど
持
参

し
て
区
内
郵
便
局
で
購
入
。

◆
子
育
て
世
帯
は
申
請
は
不
要
で
す
。

区役所日曜開庁日、10月が変更に

毎月第2・第4日曜の午前中は区役所

の一部窓口を開設しています。

平日の開庁時間に区役所ご来庁いただ

けない方のために、水曜の窓口延長

（午後7時まで）に加えて、日曜の午

前中に本庁舎の一部の窓口及び南千住区民事務所を開設して

きました。

区役所本庁舎1階のレイアウト変更工事のため、本庁舎・南千

住区民事務所において、10月の日曜開庁日

は、左記のとおりとなりますので、ご注意

ください。

[問合せ]総務企画課企画係

電話：03-3802-3111（内線：2111）

お問い合わせ

産業振興課プレミアム付商品券担当

電話：03-3806-1621

消費税「軽減税率対策」広告に15億円
「今、軽減税率対応レジを導入すればレジ・シス

テム補助金が使えます。」と呼びかける全面広告

を24日付けの主要全国紙・地方紙、65紙に掲載。

広告代理店は電通。新聞以外にもテレビやインター

ネットなどで15億円も血税が使われています。

3%.5%.6%.8%.10%、混乱必死!!
また、軽減税率の導入で、法律上の税率が二つに

分かれるうえ、来年6月末までの時限措置で実施さ

れるキャッシュレス決済のポイント還元制度の還

元率があるため5段階に変化。

「キャッシュレス決済を利用するか否かで負担の

差が生まれ、税の公平性にもそぐわない」との声

も。日本チェーンストア協会なども反対するなど

やっぱり消費税増税は中止してもらいたい。
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韓国政府は２２日、日韓軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）の破棄を決定し、内外

に大きな衝撃を与えました。韓国大統領府は日本の対韓輸出規制強化が「両国間の安保協力

環境に重大な変化をもたらした」として、日本政府が安全保障上の貿易管理に関する優遇対

象国から韓国を除外したことに対する対抗措置だとしました。

この問題の発端は、日本政府が元徴用工をめぐる韓国国内の判決に対して真摯（しんし）

に向き合わないばかりか、「徴用工」問題という政治的紛争の解決の手段として貿易問題を使うという、政経

分離の原則に反する道理のない対応をとったことにあります。

ＧＳＯＭＩＡは、国家間で軍事上の機密情報を提供し合う際、第三国への漏えいを防ぐために結ぶ協定で、

日本は２００７年、軍事一体化を加速する狙いから、初めて米国と締結。

１３年に強行された特定秘密保護法の源流でもあり、日本共産党は反対し

てきました。

一方、１６年１１月に締結された日韓ＧＳＯＭＩＡは、両国を米国主導

の「ミサイル防衛」網に組み込み、北東アジアでの軍事的優位を確立する

狙いから、米国の要求に沿って締結されたものです。しかし、韓国国内で

は当初から、植民地支配に伴う歴史問題を抱える日本への軍事情報提供に

強い抵抗があった。１４年１２月には、北朝鮮関連の情報に限り、米国を

経由して日韓の情報を共有する取り決めがかわされました。

今後、必要なのは、日韓両国が冷静な話し合いにより、事態を解決する

ことです。何があっても、外交チャンネルは途絶えさせないで真摯に向き

合うことが大切だと痛感します。

○区議会9月会議が9日から約一ヶ月間に渡って開催されます。10月からの消費税増税な

ど区民生活にとって重大な影響を与えることは必死です。また昨年度の「決算」を審議

する特別委員会が設置され、集中審議され、来年度予算にも大きな影響を与える議会に

なります。ご意見・ご要望などお寄せください。

全
国
す
べ
て
の
自
治
体
が
実
施

し
て
い
る
子
ど
も
の
医
療
費
助
成

制
度
の
拡
充
が
、
年
々
進
ん
で
い

ま
す
。
厚
生
労
働
省
の
２
０
１
８

年
度
調
査
で
、
高
校
卒
業
ま
で
助

成
し
て
い
る
市
区
町
村
は
、
通
院

と
入
院
と
も
に
全
体
の
３
割
を
突

破
。

「
中
学
校
卒
業
ま
で
」
と
合
わ
せ

る
と
、
通
院
も
入
院
も
約
９
割
に

達
し
ま
す
。
そ
の
中
で
、
自
治
体

間
の
格
差
を
解
消
す
る
た
め
、
国

に
全
国
一
律
の
助
成
制
度
の
創
設

を
求
め
る
動
き
が
続
い
て
い
ま
す
。

厚
労
省
が
今
月
発
表
し
た
調
査

結
果
で
は
１
８
年
４
月
１
日
現
在
、

都
道
府
県
の
５
割
が
通
院
時
に
、

同
４
割
が
入
院
時
に
就
学
前
ま
で

医
療
費
助
成
を
実
施
。
都
道
府
県

分
に
上
乗
せ
す
る
形
で
、
高
校
卒

業
ま
で
助
成
し
て
い
る
市
区
町
村

は
通
院
と
入
院
の
ど
ち
ら
も
３
割

を
超
え
ま
し
た
。
「
中
学
校
卒
業

ま
で
」
と
合
わ
せ
る
と
、
通
院
は

８
８
・
９
％
を
占
め
る
１
５
４
８

市
区
町
村
で
、
入
院
は
９
５
・
８

％
の
１
６
６
８
市
区
町
村
に
広
が
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
１
０
年
間

で
み
て
も
助
成
制

度
は
大
き
く
前
進

し
ま
し
た
（
図
）
。

お
金
の
心
配
な
く

子
ど
も
が
必

要
な
医
療
を

受
け
ら
れ
る

よ
う
に
、
と

い
う
粘
り
強

い
保
護
者
ら

の
住
民
運
動
な
ど
の
成
果
で
す
。

日
本
共
産
党
は
、
国
の
制
度
創

設
し
、
国
が
小
学
校
就
学
前
ま
で

所
得
制
限
な
し
で
無
料
化
す
る
の

を
土
台
と
し
て
、
自
治
体
独
自
の

助
成
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
よ
う
と

掲
げ
て
い
ま
す
。
当
然
、
現
在
行
っ

て
い
る
国
の
自
治
体
に
対
す
る
ペ

ナ
ル
テ
ィ
ー
措
置
は
廃
止
し
ま
す
。

荒
川
区
で
も
繰
り
返
し
、
議
会

で
も
取
上
げ
、
「
条
例
提
案
」
な

ど
も
し
て
き
ま
し
た
。
対
象
年
齢

の
引
き
上
げ
を
進
め
ま
し
ょ
う
。




